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１．総合物流施策大綱（２００５-２００９）とは

「総合物流施策大綱（2005-2009）」（以下「大綱」という。）は、平成13年に閣議
決定された「新総合物流施策大綱」以降の我が国をめぐる情勢の変化とこれら
から生ずる諸課題へ迅速かつ適確に対応するため、諸施策の総合的・一体的な
推進を図ることを目的に策定されたもの。

(1)総合物流施策大綱（2005-2009）とは

＜参考＞大綱の策定経緯

平成 9年 4月2日
平成13年 7月6日
平成17年 11月15日

総合物流施策大綱 閣議決定

新総合物流施策大綱 閣議決定
総合物流施策大綱（2005-2009） 閣議決定

○13年大綱策定以降の我が国をめぐる情勢の変化
・ アジアにおける経済交流の深化
・ 京都議定書発効による環境対策の充実強化の必要
・ 米国同時多発テロの発生を契機としたセキュリティ確保の要請 など
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１．総合物流施策大綱（２００５-２００９）とは

(2)13年大綱の達成状況と新たな大綱策定の必要性
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目標１ コストを含めて国際的に競争力のある水準の市場が構築されること

目標２ 環境負荷を低減させる物流体系の構築と循環型社会への貢献を目指すこと

○ 物流インフラの整備・アクセスの改善、輸出入手続の簡素化
等により、リードタイムの短縮、利便性の向上、物流コストの
低下等の改善が図られつつある

○ しかし、我が国産業の国際競争力の強化・我が国への産業
集積を図る産業立地競争力の向上の観点からは、さらなる改
善努力が必要な状況。

○ トラックの自営転換、低公害車の導入、モーダルシフト等に
より、運輸部門の貨物自動車からのCO2排出量は減少傾向。

○ NOx・PMについても、排出ガス規制の強化等により、環境
基準未達成測定局も都市部を中心に依然存在するものの、
全般的には改善傾向。

○ 旅客輸送分野を含む運輸部門全体の削減目標の確実な達
成に向け、物流分野においても一層の取組が必要。
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２．近年の物流をめぐる情勢の変化
- 東アジア域内物流の「準国内化」-

○我が国の主要貿易相手国

輸出入総額輸出入総額
110.3110.3兆円兆円

輸出輸出 261.2兆円兆円
（（+12.+12.11%%））

輸入輸入 49.249.2兆円兆円
（（+10.+10.99%%））

①アメリカ 13.7兆円 （+2.4%）
②中国 11.8兆円 （+17.2%）
③ＥＵ 9.5兆円 （+10.0%）
④ＡＳＥＡＮ 7.9兆円 （+11.5%）

①中国 10.4兆円 （+16.7%）
②ＡＳＥＡＮ 7.3兆円 （+7.6%）
③アメリカ 6.8兆円 （ -0.9%）
④ＥＵ 6.2兆円 （+8.0%）

※（ ）内は対前年度比（％）
※中国には香港を含む。
※ＡＳＥＡＮはインドネシア、フィリピン、ベトナム、タイ、ミャンマー、マレーシア、カンボジア、ラオス、シンガポール、ブルネイの１０カ国。

＜輸出入総額＞ ①中国 22.2兆円
②アメリカ 20.5兆円
③ＥＵ 15.7兆円
④ＡＳＥＡＮ15.2兆円

出典：2004年「貿易統計」財務省
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○東アジアとの相互依存関係の深化
【現地法人数（製造業）】

【現地法人経常利益（製造業）】

主要部素材
など

最終製品
など

出典：東洋経済(2004.4.10)

武漢
日産自動車、沖電気工業、
明治製菓、日本通運 等

西安
日新 等

成都
イトーヨーカ堂、トヨタ自動車 等

広州
イオン、イエローハット、日新
日産自動車、ホンダ、山九、
いすゞ自動車、加ト吉、
サンスター、日本通運 等

深セン
日清食品、日立製作所（テレビ）、
アサヒビール、日本通運、山九、
日清 等

天津
伊勢丹、ダイエー、キスミー、
トヨタ自動車、日本通運、山九、
日新 等

北京
イトーヨーカ堂、西友、愛眼
アサヒビール、いすゞ自動車、
ワコール、資生堂、TOTO、
日本通運、山九、日新、タイトー、
松下電器（テレビ） 等

大連
サンヨー食品、東芝（テレビ）、
TOTO、コメリ、イトキン、グンゼ
日本通運、山九、日新 等

上海
伊勢丹、ローソン、青山商事、三城、ニチレイ、日清食品、アサヒビール、
サントリー、松下電器（テレビ）、ソニー（テレビ）、シャープ（洗濯機）、コダック、
花王、資生堂、ナリス、TOTO、ユニ・チャーム、イトキン、ワコール、グンゼ、
日本通運、山九、日新、ナムコ、日立製作所（洗濯機）、富士写真フィルム 等

青島
イオン、加ト吉、ライオン、日新、
日本通運、山九 等

上海

２．近年の物流をめぐる情勢の変化
- 東アジア域内物流の「準国内化」-
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1998年度末
1,276社

2003年度末
1,841社

2003年度末
4,334億円

1998年度末
298億円



コントローラ、ケース等の部品
中国で生産

半導体
日本で生産

組み立て
全量を中国の製造請負工場に委託

欧州に出荷

日本、米国に出荷

２．近年の物流をめぐる情勢の変化
- 東アジア域内物流の「準国内化」-

○日中水平分業の進展
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○国際的なジャストインタイムの要請
（航空輸送活用の事例）

（海上コンテナ、
ﾌｪﾘｰ／ＲＯＲＯ輸送）

東アジア諸国
（中国・韓国・台湾
・ＡＳＥＡＮ 等）

日本

（航空輸送）
（鉄道、

トラック輸送等）

空港

港湾

ア
ジ
ア
の
生
産
拠
点

・消
費
地

20時間1,046㎞東京-苫小牧

33時間1,138㎞博多-東京

6時間222㎞釜山-博多

26.5時間907㎞上海-博多

所要時間距離

フェリー・フェリー・RORORORO船による輸送距離と所要時間船による輸送距離と所要時間

バンコク

熊
本

関
空

12:00頃 組立工場到着

熊本県Ａ社
16:00頃 出荷（半導体）

（トラックで営業所へ、他の
航空貨物とともに大阪へ）

1:25 関空発 タイ国際航空
673便

10:00頃 配送 8:20 バンコク着

２．近年の物流をめぐる情勢の変化
- 東アジア域内物流の「準国内化」-

○東アジアの効率的な物流システムのイメージ
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２．近年の物流をめぐる情勢の変化
- 京都議定書の発効による環境対策 -

○地球温暖化問題
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産業部門 37.5%

家庭部門
13.3%

エネルギー転換部門
6.6%

工業プロセス部門
3.9%

廃棄物部門
1.9%

タクシー 1.8%

バス 1.8%

内航海運 5.3%
鉄道 2.9%航空 4.2%

営業用貨物車
16.2%

自家用貨物車
18.5%

自家用乗用車
49.4%

業務その他部門
15.8%

運輸部門
21.0％

運
輸
部
門
の
中
で
９
割
が
自
動
車
関
係

詳しくは http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kankyou/index_.html

２．近年の物流をめぐる情勢の変化
- 京都議定書の発効による環境対策 -

○運輸部門における二酸化炭素排出量
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米国のセキュリティ・プログラム

輸出側

CSI （Container Security Initiative）
• 対米輸出の多い世界の主要港（第１段階で２０港）が対象（ﾛｯﾃﾙﾀﾞ

ﾑ、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙなど）

• 米・税関職員を派遣し、現地税関と協力して危険性の高いコンテ
ナ等を特定

• 我が国では、東京、横浜、名古屋、神戸が対象港。2003年3月より
横浜港にて試行開始。2004年８月、４港で導入済。

事前申告ルール（通商法改正）
• 2003．2より米国向け船舶に対して船積２４ｈ前の積荷目録（マニュ

フェスト）提出を義務付け

• 2004年１２月までに順次対象拡大済
鉄道：到着２ｈ前／航空：到着４ｈ前／自動車：到着30分～１ｈ前

米国側（輸入側）

C－TPAT(Customs-Trade Partnership Against Terrorism)

• 事業者（輸入者、船会社、通関事業者、倉庫業者、製造者等）が
自社のセキュリティ強化プログラムを作成し、米・関税局の承認を
受けて参加者とする措置（2002.4～）。

• 参加者には、ACE稼動後、迅速な通関、低い検査率、電子手続に
よる関税納付などの便宜付与。

• 現在、法制化を含め対策強化方策を検討中。

〈ACE〉
新情報処理
システム

１ 米国

－ Ｃ－ＴＰＡＴの新基準（自主的取組→強制化の方向）

－ ＡＣＥ開発スケジュールの遅延（２０１０年頃か）

－ 電子タグによる管理システムの国際標準化

２ ＥＵ

EU関税法（Customs Code）を改正しサプライチェーン・セ
キュリティ強化プログラムを規定

（２００５．２）

－ 貨物マニフェスト事前申告ルール

－ オーソライズド・エコノミック・オペレーター

－ EU加盟国の税関間での電子的情報共有

３ ＷＣＯ

国際貿易の安全確保及び円滑化のための基準の枠組み

（２００５．６）

－ 事前電子マニフェスト情報の国際標準化

－ ハイリスクコンテナのターゲッティング

－ 輸出国によるハイリスク・コンテナの検査

－ 税関と民間のパートナーシップにより享受しうるベネフィッ
トの明確化

新たな国際動向

〈OSC〉
電子タグ等
実証実験

・ 米国における国際海上コンテナ輸入に対するセキュリティ対策
→ 大量破壊兵器（核兵器、炭疽菌等）がコンテナで持ち込まれるリスク大
→ 開封検査、X線透視検査には限界があるため、徹底した情報管理によりハイリスク・コン
テナを特定し、疑わしい貨物への集中検査によるセキュリティ強化とローリスク・コンテナの
優先的取扱による効率化の同時達成を目指している

２．近年の物流をめぐる情勢の変化
- テロを契機としたセキュリティ対策 -
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従来 入港３日前 入港２日前 入港１日前
午前 午後 午前 午後

【貨物】

【情報】

コンテナ搬入

入港日以降

船積・出港

貨物情報の整理
米国税関へ
送信

貨物情報入手
NVOCC等→船社

現在（2002.12以降）

【貨物】

【情報】

コンテナ搬入 船積・出港

貨物情報入手
NVOOC等→船社

貨物情報の整理
米国税関へ
送信

コンテナ搬入

２日間前倒し貨物情報入手
NVOCC等→船社

２日間前倒し

Do Not Load回答待ち

２．近年の物流をめぐる情勢の変化
- テロを契機としたセキュリティ対策 -

○セキュリティ対策の影響
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３．今後推進すべき物流施策の基本的方向性

－ 生産拠点、消費市場として急成長
－ 距離的に国内物流と大差のない圏域

1313年大綱の策定以降の年大綱の策定以降の

経済社会の変化や構造改革の進展経済社会の変化や構造改革の進展

○テロを契機とした○テロを契機とした
セキュリティ対策セキュリティ対策

○京都議定書の発効○京都議定書の発効
による環境対策による環境対策

○東アジア域内物流の「準国内化」○東アジア域内物流の「準国内化」

－ 実効性あるCO2排出削減
－ 企業の社会的責任

－ 世界的なセキュリティ対策の強化
－ 安全性と効率性の両立

「グリ ン物流」など効率的で「グリーン物流」など効率的で
環境にやさしい物流の実現環境にやさしい物流の実現

安全・安心を国民生活の安全・安心を
支える物流システムの実現支える物流システムの実現

スピーディでシームレスかつ低廉なスピーディでシームレスかつ低廉な
国際・国内一体となった物流の実現国際・国内一体となった物流の実現

ディマンドサイドを重視した効率的物流システムの実現ディマンドサイドを重視した効率的物流システムの実現

「グローバル化を乗り切る基盤づくり」
「民需主導の経済成長の下支え」

（ｃｆ.「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００５」）

国際競争力の強化国際競争力の強化
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１ 国際物流・国内物流の一体的展開

（1）国際拠点港湾・空港の機能向上

○ 国際基幹航路確保のためのスーパー中枢港湾プロジェクトの推進
大型コンテナ船が就航する基幹航路確保のために必要となる大規模コンテナターミナルの効率的・一体的な運営を行うメ
ガターミナル・オペレーターの育成や近隣港湾同士の機能分担・相互連携等を図る。

○ 東アジアSCMの形成
東アジアとの円滑な国際水平分業の維持発展を支えるシームレスな物流の形成を図るため、国際コンテナ、フェリー・
ROROターミナルの整備・改良や小口貨物の積替円滑化を支援する施設の整備を図る。

○ 大都市圏拠点空港の整備・活用
急増する航空貨物需要や翌日配達ニーズに対応するため、24時間空港の整備・活用、深夜早朝時間帯における国際貨
物便の充実、羽田空港の活用等を図る。

（3）国際物流におけるロジスティクス機能の高度化

（2）国内外の物流ネットワークの構築

高度化・多様化する荷主ニーズに対応するとともに、物流インフラの運用効率を改善してその機能を最大限発揮させるた
め、在庫管理、流通加工等の高度なサービスを提供するロジスティクス・ハブの整備を促進する。

国際標準コンテナ車が、国際物流戦略の観点から重要な港湾等と大規模物流拠点とを積み替えなく走行できる道路ネッ
トワークを戦略的に構築するとともに、内航海運、鉄道輸送等との円滑なネットワークを構築する。

３．今後推進すべき物流施策の基本的方向性
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３．今後推進すべき物流施策の基本的方向性
- スーパー中枢港湾プロジェクトの推進 -

○目標：概ね3～5年でアジア諸国の主要港湾をしのぐコスト・サービスの向上。
○港湾コストは、釜山港・高雄港並みに約3割低減。
○リードタイムは現状3～4日をシンガポール港並みの１日程度に短縮。

113

平成１６年度（7月23日）
○スーパー中枢港湾の指定
（京浜港、伊勢湾（名古屋港・四日市港）及び阪神港）

平成１７年度
○コンテナターミナルの一体運営環境の整備
・特定国際コンテナ埠頭運営事業の推進支援制度の
創設（港湾法改正）
・港湾機能高度化に資する補助制度の創設

○大型コンテナ船に対応した高規格コンテナ
ターミナルの整備
○指定特定重要港湾の指定
○特定国際コンテナ埠頭の運営者認定

平成１８年度
○港湾全体のコスト・サービスの向上
・埠頭公社の改革によるターミナルの管理運営効率化
【H１８年度新規】
・新たなターミナルオペレーターの設立によるコストサー
ビスの競争促進
・内航・道路・鉄道等マルチモーダル物流ネットワーク
の整備（鉄道積替施設【H１８年度新規】）

平成18年度予算額：385億円
(前年度比1.36)

次世代高規格コンテナターミナル形成支援事業

現行ターミナル

個別の施設及びオ
ペレーションシステ
ムによる運営

個別の
バース管理

延
長
35
0m

奥行き350m～400m

水深-14m～15m

次世代高規格コンテナターミナル

奥行き500m以上

延
長
1,0
00
m
以
上

水深-16m

荷さばき施設等
（無利子貸付）
【Ｈ１７年度～】

地方部へ

共同デポ
（その他施設費）
【H１７年度～】

岸壁ヤードの長期貸付
（国有財産法等の特例）
【Ｈ１７年度～】

コンテナターミナルの運営効率化の
ための民営化等の埠頭公社改革
（法律改正、税制特例等）
【H１８年度新規】

24時間フルオープン支援施設
（その他施設費）
【Ｈ１７年度～】

内航フィーダーコンテナ輸送
の効率化（社会実験）
【Ｈ１７年度～】

高規格コンテナターミナルの整備

鉄道積替施設
（その他施設費）
【H１８年度新規】

ターミナル
の高規格化
・大規模化



・需要に対応した貨物上屋の拡充の検討。
・総合保税地域の活用

中部国際空港

滑走路（3,500m)
旅客ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ

空港連絡橋

・北伸による平行滑走路の２，５００ｍ化の推進

成田国際空港

東京国際空港

・再拡張事業の着実な推進
・ＰＦＩ手法を導入し、国際線貨物ターミナル地区を整備
・深夜早朝時間帯における貨物専用便の就航を図る。

Ｎ

東
京
湾

多
摩
川

連絡誘導路

第
１
旅
客

タ
ー
ミ
ナ
ル

第
２
旅
客

タ
ー
ミ
ナ
ル

国
際
線
地
区

Ｂ滑
走路

2,5
00m

Ａ滑走路 3,000m

新設滑走
路 2,500m

Ｃ滑走路 3,000m

関西国際空港

一期空港島

二期空港島

（4,000m滑走路整備予定）

Ａ滑走路（3,500m)

旅客ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ
鉄道駅

空港連絡橋旅客船ﾊﾞｰｽ

連絡誘導路

・ 二期事業について、２００７年限定供用に向けた整備を推進。
（２本目の滑走路供用により、メンテナンスによる滑走路の閉
鎖を解消し、真の２４時間空港を実現）
・増大する国際航空貨物を効率的に取り扱うため、各種上屋を
整備

大都市圏の空港容量の確保

国際拠点としての機能強化

我が国の経済社会の活性化
国際競争力の向上

24時間空港の整備・活用
○関空では、貨物週間便数137便
のうち約２割の22便が深夜・早朝便
○中部では、貨物週間便数38．5便
のうち約３割の13便が深夜・早朝便

○航空需要の増大に対応した航空サービスの拡大に向け、大都市圏拠点空港の整備による空港容量の拡大・国際拠点空港
としての機能強化を図る。

○平成18年度においては、羽田空港再拡張事業の本格化に伴い対前年度比で大幅な歳出増加が必要。
（参考：平成18年度 羽田再拡張事業予算 1,624億円）

３．今後推進すべき物流施策の基本的方向性
- 大都市圏拠点空港の整備・活用 -
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⑦ 接 を⑦物流拠点⑦物流拠点への接続性を改善への接続性を改善
① 連①①ミッシングリンク（不連続区間）の解消ミッシングリンク（不連続区間）の解消

貨物車用駐車
施設の整備

○国際物流基幹ネットワーク（仮称）の構築
フル積載国際海上背高コンテナが、国際物流戦略の観点から重要な港湾等と大規模物流拠点と

を積み替えなくドア・トゥ・ドアで走行できる道路ネットワークを戦略的に構築

重 接 性

⑥⑥国際物流戦略の観点から国際物流戦略の観点から
重要な港湾重要な港湾等への接続性の改善等への接続性の改善

④多様で弾力的な料④多様で弾力的な料
金設定金設定

⑤ＩＣの増設⑤ＩＣの増設

提

③大型車走行条件の③大型車走行条件の
わかりやすい情報わかりやすい情報
提供提供

② 補強、 型 度②橋梁の補強、大型車に対する制度対応②橋梁の補強、大型車に対する制度対応

３．今後推進すべき物流施策の基本的方向性
- 国内外の物流ネットワークの構築 -
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２ 効率的で環境負荷の小さい物流

迅速で効率的なサプライチェーンマネジメントを実現するため、EDI（電子データ交換）、電子タグ、パレット等の標準化や
普及を図るとともに、交通の円滑化や環境負荷の軽減を図るため、ITS（高度道路交通システム）の高度利用を促進する。

（1）グリーン物流の推進

（2）貨物交通のマネジメントの推進

（3）情報化・標準化の推進

（4）物流効率化を支える人材の育成等

○グリーン物流パートナーシップ会議の活用
運輸分野におけるCO2削減目標の達成に向けて、荷主・物流事業者が一体となった取組を促進する。具体的には、「グ
リーン物流パートナーシップ会議」を活用し、モーダルシフト、低公害車の導入、物流拠点の再編・合理化、3PL（サードパー
ティロジスティクス）の促進、エコドライブの促進等による裾野の広い活動を展開する。

○エネルギーの使用の合理化
物流分野におけるエネルギー使用の合理化を一層進め、CO2排出量の抑制を図るため、省エネ法に基づき、一定規模
以上の輸送事業者、荷主に対し、省エネルギー計画の策定、エネルギー使用量の報告の義務付け等の措置を講ずる。

○静脈物流の効率化等の推進
循環型社会形成を図るため、リサイクルポートにおける保管施設等の整備拡充を支援し、効率的な静脈物流システムの
構築を推進する。

環境に優しく効率的な物流を実現するため、弾力的な料金施策等による適切な経路・時間帯への誘導を図るとともに、交
通渋滞の緩和や環境負荷の軽減を図るため、ハード・ソフト一体となった駐車対策等を地域の関係者との連携により推進
する。

3PL事業の促進のため、提案営業力、コンサルティング能力等を備えた人材の育成を図る。

３．今後推進すべき物流施策の基本的方向性
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CO2排出量算定手法の作成

●多様な取組に応じた算定手法
の策定と標準化

普及・広報

●優良事例の選出とＰＲ
●普及拡大に向けた広報

グリーン物流モデル事業

●補助金による支援
(経済産業省／国土交通省)

荷主企業・流通事業者
および各業界団体

物流事業者
および事業者団体

監査法人等 シンクタンク 研究機関 研究者
国の地方局 地方自治体 その他

JILS 日本物流団体連合会 経済産業省 国土交通省 日本経済団体連合会

グリーン物流パートナーシップ会議

トラック輸送効率化 国際複合一貫輸送 複数荷主によるﾓｰﾀﾞﾙｼﾌﾄ ３PL事業による物流最適化

荷主別ラックの活用とトラック大型
化により多数荷主の幹線輸送を
共同化

フラットラックコンテナを活用し
JRの12ft汎用コンテナによる国
際一貫輸送を実施

複数荷主の参加により大規模に
モーダルシフトを実施

物流拠点整備により保管・輸配送を
総合的に効率化し、
物流システムを最適化

○荷主企業の積極的な参加による取組の裾野の拡大。
○荷主・物流事業者の協働によるＣＯ２排出削減計画の策定。
○関係省庁の連携による積極的な支援。

３．今後推進すべき物流施策の基本的方向性
- グリーン物流パートナーシップ会議の活用 -
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○一定規模以上の輸送者、荷主に省エネ計画の作成、エネルギー消費量等の報告を義務づけ。
○企業に公共交通機関の利用推進等の努力義務。

３．今後推進すべき物流施策の基本的方向性
- エネルギーの使用の合理化に関する法律の改正 -

荷主 判断基荷主の判断基準

○省エネ目標
○省エネ措置
・モーダルシフト、営自転換

・共同発注等への取組 等

輸送者 判断基輸送者の判断基準

○省エネ目標

○省エネ措置
・低公害車等の導入 ・エコドライブの推進

・貨物積載効率の向上 ・空輸送の縮減 等

貨物、旅客別、輸送機
関別に作成

改正概要改正概要

一定規模以上の輸送能力
を有する輸送者

一定規模以上の貨物輸送を発注す
る荷主

主務大臣への報告

企業が公共交通機関の
利用推進等の努力義務

省エネ計画の作成

○エネルギー使用量（原単位）

○省エネ措置の取組状況

※省エネの取組が
著しく遅れている
場合

勧告、命令、罰則
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○概論編（1日）

定員・東京地区
名古屋地区 計2,304名
大阪地区 8回開催
福岡地区

○実務研修（1泊2日）

定員・各地区 計515名
12回開催

H 6.10.5H16.10.5～～ ３３PLPL人材育成研修人材育成研修

～３PL人材育成研修の実施～

○Ｈ１７年度においても、引き続き
研修内容を充実のうえ、実施。
・概論編 定員計600人 ２回開催
・実務研修 定員計600人 12回開催
・補習・スキルアップ研修 ９回開催

○荷主企業の本業集中と物流部門のアウトソーシングが進む中、物流事業者としては、荷主に効率的な物流システムを
提案し、荷主に代わって輸送、流通加工、在庫管理等を包括的に行う３PL事業が今後の成長分野。

○このため、中小の物流事業者が３PLに進出することを促進する上で効果的な教育プログラムの開発、テキスト作成、
研修の開催等の人材育成に必要な支援を実施（国土交通省が２００３年に実施した事業者へのアンケート調査によれ
ば、約７割の企業が３PLの展開にあたり「提案営業ができる人材が必要」と回答）。

１．３ＰＬとはなにか
３ＰＬ登場の背景・要因
ロジスティクスとＳＣＭ 等

２．３ＰＬの動向
米国における３ＰＬ
３ＰＬビジネスの条件・特徴
３ＰＬに必要な人材・能力 等

・ 産官学からなる「３PL人材育成促進協議会」を立ち
上げ、研修カリキュラム、テキスト等を作成

～３PL研修テキストの概要～

３．３ＰＬに対する政策的支援
３ＰＬ事業の拡大にあたって必要な条件整備
３ＰＬ支援のための施策パッケージ
３ＰＬの政策的意義 等

H 6.3.31H16.3.31～～ ３３PLPL人材育成推進協議会人材育成推進協議会

３．今後推進すべき物流施策の基本的方向性
- 物流効率化を支える人材の育成 -
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３．今後推進すべき物流施策の基本的方向性

３ 国民生活の安全・安心を支える物流

○ 物流セキュリティの確保
安全かつ効率的な国際物流の実現を図るため、物流セキュリティ関連情報の収集体制を強化するとともに、コンプライア
ンスの優れた輸出事業者に対する輸出通関制度を導入し、その厳正な運用を図る。また、電子タグ等のITを活用した国際
海上コンテナの管理・輸送システムの実証実験を実施する。

○ 交通安全の確保
物流の安全問題へ対応するため、大型トラックの車両安全対策、先進安全航行支援システムの開発、事故再発防止策
の徹底等を推進する。

○ 災害時の適確な対応
代替輸送（リダンダンシー）の確保、災害時の輸送の早期復旧に向けた体制整備等を推進するとともに、緊急事態発生時
の救援物資の輸送体制及び必要な物流機能の確保を図る。

○ 消費者ニーズに応じた流通システム及び食の安全・信頼の確保
食品のリスク管理の強化や消費者が簡単に入手できる安全・安心情報の充実等を図るとともに、トレーサビリティ・システ
ムの開発・導入を促進する。
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＜主な施策＞（基本的に05年度中に具体化を予定）
・ 輸入貨物に関する事前情報収集体制整備の検討

・ 物流事業者等が取り組むべきセキュリティ対策のガイドライン策定

・ 船舶、港湾その他物流施設の保安措置の強化（拡充）

・ スーパー中枢港湾プロジェクト等の推進（拡充）

・ 電子シール・電子タグを活用したコンテナ管理のための実証実験実施

・ 民間事業者の電子化促進を支援（標準化、民間システム間の連携）

・ ＦＡＬ条約の締結（2005年11月）と輸出入・港湾手続に関する業務・システム最適化
計画の策定

など

【輸出】対米輸出の際のコンテナヤードへの搬
入締切時刻を、2006年までに入港３日前か
ら２日前に短縮

【輸入】輸入者が迅速な引取を求めるコンテナ
貨物については、入港からコンテナヤードを
出ることが可能となるまでの時間を2007年
までに24時間以下に短縮

関係７省庁・関係２１経済団体による施策パッケージとりまとめ（０５年３月）

○ 官民の参加による推進協議会を設置し進捗
状況を点検・評価

（2005年8月9日に発足）

○ 我が国のコンテナ・セキュリティ対策の強化

○ 同時に物流効率化を実現

関係省庁：金融庁、総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省
関係団体：経団連、物流連、貿易会、船主協会、フォワーダー協会、倉庫協会など

３．今後推進すべき物流施策の基本的方向性
- 物流セキュリティの確保 -
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政策群「安全かつ効率的な国際物流の実現」

・ 船積港へのコンテナの持込時刻が早まり、物流コストの
増加要因となっている

（従来：入港１日前搬入 → 現在：３日前搬入）

米国の対策強化による我が国への影響

ＥＵ、ＷＣＯ（世界税関機構）など世界的に
コンテナ・セキュリティ対策拡大の動き

ＩＭＯ（国際海事機関）による船舶・港湾施設の
保安対策の強化（改正ＳＯＬＡＳ条約）

・ 輸出国での船積２４ｈ前までに積荷目録を電子的に米国税
関に提出することを義務付け（03．2～）

・ 輸出入事業者、物流事業者等が自主的にセキュリティ対
策を徹底することを求め、その取組みを米国税関が認めた
者には簡易迅速な対応等の便宜を図ることを約束（ Ｃ－ＴＰ
ＡＴ：2002．4～、便宜付与は不十分）

米国のコンテナ・セキュリティ対策
米
国
同
時
多
発
テ
ロ
等
の
発
生



４．施策の推進体制のあり方

○グリーン物流の推進
○貨物交通のマネジメントの推進
○情報化・標準化の推進
○物流効率化を支える人材の育成等
○物流事業に関する施策のあり方の検討

○国際拠点港湾・空港の機能向上
○国内外の物流ネットワークの構築
○国際物流におけるロジスティクス機能の
高度化

・物流セキュリティの確保
・交通安全の確保
・災害時の適確な対応
・消費者ニーズに応じた流通システム及
び食の安全・信頼の確保

PLANPLAN：：総合物流施策推進会議において、今後推進すべき具体的施策をとりまとめ総合物流施策推進会議において、今後推進すべき具体的施策をとりまとめ

DODO：：物流関係者が連携・協働しながら、取組の効果が最大限発揮されるよう推進物流関係者が連携・協働しながら、取組の効果が最大限発揮されるよう推進

CHECKCHECK：：指標を用いながら施策の進捗状況を把握し フォローアップ指標を用いながら施策の進捗状況を把握し、フォローアップ

荷主企業と物流企業の連携・協働

地域の関係者の連携・協働

関係省庁の連携・協働

・・・関係行政機関、民間企業等の参画によるボトルネックの抽出と解消

・・・パートナーシップの構築による社会的課題への適確な対応

・・・物流システムの全体効率化に向けた施策の総合的・一体的な推進

○平成17年度末を目途に、指標ごとの目標設定を行うとともに、適宜指標を追加

ACTIONACTION：：フォローアップ結果を踏まえ 施策の見直し・拡充強化等を検討フォローアップ結果を踏まえ、施策の見直し・拡充強化等を検討

で 小さい物流効率的で環境負荷の小さい物流 安全・安心を国民生活の安全・安心を支える物流流 一体的展開国際物流・国内物流の一体的展開

(1)国における推進体制

関係省庁の関係局長等による「総合物流施策推進会議」において、
・今後推進すべき具体的な物流施策のとりまとめ
・PDCA方式によるフォローアップ
を行い、連携・協働しながら施策の総合的・一体的な推進を図る。

施策に施策に
フィードバックフィードバック
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４．施策の推進体制のあり方

(2)地域における推進体制

国の地方支分部局、地方公共団体、荷主企業、物流事業者等による地域の実情に応じ
た連絡体制

特に、国際物流については、主要港湾・空港を抱える地域において、国の地方支分部局、
地方公共団体、経済団体、荷主企業、物流事業者等の実務者が連携した取組の強化が
必要

○地方総合物流施策推進会議
○地方版グリーン物流パートナーシップ会議 等を活用

223

⇒ 国際物流及びこれと一体を成す国内物流の効率化方策を検討するため、

「国際物流戦略チーム」「国際物流戦略チーム」を積極的に活用し、地域の実情を踏まえた物流施策の
推進を図る

＜国際物流戦略チームの設置状況＞

・関 東：平成17年11月 設置
・近 畿：平成17年 4月 設置
・中 部：平成17年度中 設置予定
・北部九州：平成18年 1月 設置


